
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ ○ 新任 有

4 社外取締役 ○ △ 　 新任 有

5 社外監査役 ○ ○ 有

6 社外監査役 ○ ○ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

5

6

山口　裕視

三森氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識並びに高い法令順守の精神を有
し、これらの経験・知識を当社の監査体制に活かし、独立した客観的かつ公正な立
場から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役
として選任しています。
また、東京証券取引所及び当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれが無いと判断されるため、独立役員として指定していま
す。

大西　賢

豊永　厚志

三森　仁

武田　史子

該当状況についての説明（※４）

山口氏が過去において業務執行者であった三井物産株式会社と当社の間
には取引関係がありますが、当社グループの連結売上高に占める割合は
軽微であり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しています。

選任の理由（※５）

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2024/6/10

独立役員届出書の
提出理由

番号

2024/6/25

コード株式会社商船三井 9104

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため

番号

勝氏を社外取締役候補者とした理由は、国際経済・金融の専門家としての幅広い知
識と見識、大学経営に参画された経験、及びグローバル人材育成に対する取り組み
の経験と知見をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会にお
いて積極的にご発言いただき、当社の業務執行監督等の役割を適切に果たしていた
だくことを引き続き期待するためです。同氏が選任された場合は、指名・報酬両諮
問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の検討・決定に際し、客観的・
中立的立場で関与いただく予定です。
また、東京証券取引所及び当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれが無いと判断されるため、独立役員として指定していま
す。

大西氏を社外取締役候補者とした理由は、日本航空株式会社の代表取締役社長、代
表取締役会長を務められ、高度な経営経験に基づく幅広い見識をもとに、実践的、
多角的な視点から取締役会において積極的にご発言いただき、引き続き当社の業務
執行監督等の役割を適切に果たしていただくことを期待するためです。同氏が選任
された場合は、指名・報酬両諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等
の検討・決定に際し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
また、東京証券取引所及び当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれが無いと判断されるため、独立役員として指定していま
す。

豊永氏は、経済産業省にて、地域振興、エネルギー政策、基礎産業支援、対外投資
推進、地球環境問題対策など、多岐にわたる分野の推進に携わり、また、豊富な国
際経験を有しております。これらの経験と知見を活かし、同氏のリーダーシップと
視野の広さを持って当社の成長と発展に寄与いただけるものと判断し、新たに社外
取締役候補としています。同氏が選任された場合は、指名・報酬両諮問委員として
当社の役員候補者の選定や役員報酬等の検討・決定に際し、客観的・中立的立場で
関与いただく予定です。
また、東京証券取引所及び当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれが無いと判断されるため、独立役員として指定していま
す。

山口氏は、国土交通省において多岐にわたる企画・政策立案、組織管理に携わり、
また、不動産投資市場整備室長として不動産の証券化についての知識・経験を有し
ております。加えて、三井物産では、調査部門のトップとしてグローバルなビジネ
ス環境についての分析や、サステナビリティ課題への検討やDX総合戦略の策定と実
施など、幅広い分野で活躍されてきました。山口氏のこれらの経験と知見は当社の
持続的成長と社会的価値創出、及び、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢
献していただけるものと判断し、新たに社外取締役候補としています。同氏が選任
された場合は、指名・報酬両諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等
の検討・決定に際し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
また、東京証券取引所及び当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれが無いと判断されるため、独立役員として指定していま
す。
なお、山口氏の戸籍上の氏名は山口由美です。

武田氏は、応用実証経済学を専門とし、研究者・大学教授としての長年の経験と、
財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は過去に社外
役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、内部統
制やコーポレート・ガバナンス等についての研究実績も有しており、客観的かつ公
正な立場から経営・業務執行に対する監査を行う社外監査役としての職務を適切に
遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しています。
また、東京証券取引所及び当社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主
と利益相反の生じるおそれが無いと判断されるため、独立役員として指定していま
す。

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

勝　悦子

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能
な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

① 当社、当社の子会社及び当社持分法適用会社（以下、総称して「当社グループ」という）の業務執行者＊1または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時において当社
　 グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）において当社グループの業務執行者であった者
　 ＊1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう
② 当社の現在の主要株主＊2またはその業務執行者、または過去３年間にそれらに該当していた者
　 ＊2 主要株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう
③ 当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している法人等の業務執行者、または過去３年間においてそれらに該当していた者
④ 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者、または過去３年間において業務執行者であった者
⑤ 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
⑥ 当社グループを主要な取引先とする者＊3、またはその者が会社である場合には当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者、または過去３年間において
　 それらに該当していた者
　 ＊3 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払い（但し、主要な取引先とする者が個人の場合は、当社
　　 　グループからの役員報酬の支払いを除く）を、当社グループから受けた者
⑦ 当社グループの主要な取引先である者＊4、またはその者が会社である場合には当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者、または過去３年間において
　 それらに該当していた者
　 ＊4 当社グループの主要な取引先とは、当社グループに対して、当社グループの直近3事業年度における総売上高（持分法適用会社の当社持分相当売上高を含む）の２％以上の
　　　 支払いを行っている者
⑧ 当社グループの会計監査人またはその社員等、または過去３年間においてそれらに該当していた者
⑨ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産＊5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
　 場合は当該団体に所属する者）、または過去３年間においてそれらに該当していた者
　 ＊5 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の
　　　 団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金額その他の財産上の利益をいう）
⑩ 当社グループから一定額を超える寄付または助成＊6を受けている者（当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）、または
　 過去３年間においてそれらに該当していた者
　 ＊6 一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付また
　　　 は助成をいう
⑪ 上記①から⑩に該当する者（重要な地位にある者＊7に限る）の近親者等＊8
　 ＊7 重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、
　　　 法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと
　　　 客観的・合理的に判断される者をいう
　 ＊8 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
⑫ その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
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